
 

 

基金管理・制度運営委員会（平成２５年７月２４日）の概要について 

 

平成２５年７月２４日に開催された基金管理・制度運営委員会の概要は以

下のとおりです。 

 

１．ポイントの発行・商品交換の申請窓口の設置状況、登録工事業者、交

換商品等提供事業者等の状況、ポイントの発行申請の状況（平成２５年７

月２２日時点）等について、以下の通り報告され、今後より一層制度の周

知を図るべき等との意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントの発行・商品交換の申請窓口の設置状況 

 

登録工事業者、交換商品等提供事業者等の状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．木材利用ポイント事業においては、 

①対象地域材は、（ア）産地等が証明されるものであり、（イ）基金管理・

制度運委員会が、資源量が増加しているものであって、事業目的に照らし

適切と認めた樹種であること 

②対象工法は、樹種又は地域を定める工法であって、都道府県協議会の

推薦を受け、基金管理・制度運営委員会が事業目的に照らし適切と認め、

指定するもの 

とされている。 

 今般、対象地域材の樹種及び対象工法について、国内外から合計４件の

申請があったので、これについて審査が行われた。審査の結果、申請のい

ずれについても、データが十分ではなくさらに精査が必要である等の指摘

があり、申請者に追加のデータ等の提出を求め、次回の委員会において引

き続き審査することとされた。 

 

 

 

 

 

ポイントの発行申請の状況 


